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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年６月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年３月１２日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県南あわじ市門
と

埼南方沖 

 門埼灯台から真方位１６５°１,９００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１３.５′ 東経１３４°３９.９′） 

事故の概要  漁船金力
こんりき

丸は、西南西進中、また、漁船第二清
せい

運
うん

丸は、えい
．．

網しな

がら南南東進中、両船が衝突した。 

 第二清運丸は、船長が負傷し、左舷中央部の破口等を生じ、また、

金力丸は、右舷船首部に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年３月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 金力丸、８.５トン 

   ＨＧ２－８５１６（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.６５ｍ（Lr）×３.２８ｍ×１.１６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２１kＷ（動力漁船登録票による）、平成１

６年５月２５日 

Ｂ 漁船 第二清運丸、４.９トン 

   ＨＧ３－３６１８６（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.９５ｍ（Lr）×３.０６ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和６２年１１月２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６１年３月３日 

    免許証交付日 平成２２年９月２２日 

           （平成２８年３月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年４月３０日 

    免許証交付日 平成２３年１０月３日 

           （平成２８年１２月２１日まで有効） 

  甲板員Ｂ 男性 ４３歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成９年１１月２８日 

    免許証交付日 平成２３年１２月７日 

           （平成２９年１１月２７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部に破口等 

Ｂ 左舷中央部に破口及び操舵室、漁労設備に損壊等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、いかなご２そうびき網漁を行う

目的で、網船２隻と船団を組み、平成２７年３月１２日０６時１０分

ごろ南あわじ市福良港を出港し、同市有
あり

ノ
の

木
き

鼻南東方沖の待機場所に

向かった。 

 船長Ａは、０６時２５分ごろ、船団長の合図により、他の探索船と

共に門埼南方沖の漁場に向けて約２４ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で西南西進中、右舷船首方にＢ船を認めた。 

 船長Ａは、右舷方を同航中の他船団の探索船とＧＰＳプロッターの

画面を交互に見ていたところ、Ｂ船との距離が約４００ｍに接近した

ものの、約１００ｍに接近したところで避航するつもりでいたので、

少し時間があると思い、右舷方の探索船の動向を見た。 

 Ａ船は、船長Ａが、０６時３０分ごろ前方を見たところ至近にＢ船

を認め、スロットルレバーを下げて右舵を取ったものの、門埼南方沖

において、Ａ船の船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突し、Ｂ船に乗り

上げた。 

 船長Ａは、船長Ｂ及び甲板員ＢをＡ船に移乗させた。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、１回目の底びき網漁を行

った後、門埼南方沖に移動して、０６時２５分ごろ２回目の投網を行

った。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、投網中、南あわじ市釣島鼻南西方沖を、門

埼南方沖の漁場に向けて航行中のＡ船ほか３隻の探索船を認めた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、操舵室で椅子に腰を掛けて操船を行い、甲板員

Ｂが、左舷船尾側のブルワークに座り、約２kn の速力でえい
．．

網を行

いながら、手動操舵により南南東進した。 

 甲板員Ｂは、Ａ船が約１００ｍに接近しても避ける様子が見えなか

ったので、大声を出しながら黄色い合羽を振った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、甲板員Ｂの声を聞き、操舵室を出たところ、至

近にＡ船を認めたが、どうすることもできず、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船の網船に移乗し、福良港に運ばれ、救急車により病

院に搬送され、外傷性くも膜下出血及び両側上腕打撲等と診断され
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た。 

 Ａ船の網船の乗組員は海上保安部に本事故発生の通報を行った。 

 Ａ船は、機関室に浸水が認められたので、船長Ａ及び甲板員Ｂが僚

船に移乗し、福良港までえい
．．

航された。 

 Ｂ船は、衝突して約４分後、右舷側に傾斜して転覆した後、Ａ船の

網船により福良港までえい
．．

航され、サルベージにより引き起こされた

後、廃船処理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、本事故前日と同じ漁場に早く行こうと思い、他の探索船

の動向が気になっていた。 

 船長Ｂは、探索船が本事故海域の漁場に向けて航行しているのは分

かっていたが、いつもえい
．．

網中のＢ船を航行中の船舶が避けてくれて

いたので、本事故当時も避けてくれると思っていた。 

 甲板員Ｂは、航行中の船舶がえい
．．

網中のＢ船を約１００ｍに接近し

てから、避けることもあったので、本事故当時、Ａ船を時折見てい

た。 

 Ｂ船は、黒色の鼓形形象物を掲げ、網口に開口板を取り付けた底び

き網を長さ約３００ｍのワイヤでえい
．．

網していた。 

 Ｂ船は、有効な音響による信号を行うことができる手段を講じてい

なかった。 

 船長Ａ、船長Ｂ及び甲板員Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、門埼南方沖を西南西進中、船長Ａが、Ｂ船を船首方約４０

０ｍに見たものの、Ｂ船を避航するまで少し時間があると思い、右舷

方の探索船の動向を見ていて見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ｂ船を避ける時機を逸し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、本事故前日と同じ漁場に早く行こうと思い、右舷方を同

航していた探索船の動向が気になっていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、門埼南方沖において、えい
．．

網しながら南南東進中、船長Ｂ

及び甲板員Ｂが釣島鼻南西方沖に接近するＡ船を認め、Ａ船の動向に

注意していた甲板員Ｂが、Ａ船がＢ船を避けずに接近してきたので、

大声を出しながら黄色い合羽を振ったものの、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、門埼南方沖において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船がえい
．．

網

しながら南南東進中、船長Ａが、Ｂ船を避航するまで少し時間がある

と思い、右舷方の探索船の動向を見ていて見張りを適切に行っていな

かったため、Ｂ船を避ける時機を逸し、両船が衝突したことにより発
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生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・長さ１２ｍ未満の船舶は、汽笛及び号鐘を備えない場合、有効な

音響による信号を行うことができる手段を講じ、えい
．．

網中であっ

ても、他船が接近して衝突のおそれがある場合には、余裕のある

時期に注意喚起を行うこと。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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